
青森県県土整備部建築住宅課

確認申請等手数料等の金額（平成２１年１月１日から適用）

【建築物】

床面積の合計 確認申請等手数料 中間検査申請等手数料 完了検査申請等手数料

（中間検査有り） （中間検査無し）

30 ㎡以内 8,000（円） 14,000（円） 15,000（円） 15,000（円）

30 ㎡超～ 100 ㎡以内 15,000 18,000 19,000 20,000

100 ㎡超～ 200 ㎡以内 23,000 23,000 25,000 27,000

200 ㎡超～ 500 ㎡以内 30,000 32,000 34,000 36,000

500 ㎡超～ 1,000 ㎡以内 53,000 51,000 54,000 58,000

1,000 ㎡超～ 2,000 ㎡以内 74,000 66,000 70,000 76,000

2,000 ㎡超～ 10,000 ㎡以内 210,000 140,000 160,000 170,000

10,000 ㎡超～ 50,000 ㎡以内 340,000 230,000 250,000 260,000

50,000 ㎡超 660,000 460,000 520,000 530,000

※確認申請

移転･大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更の場合は、当該部分の床面積の 1/2 について算定。

※計画変更確認申請

確認を受けた建築物の計画を変更して建築(移転は除く)する場合は、変更に係わる部分の床面

積の 1/2 について算定。

※完了検査

移転・大規模の修繕・大規模の模様替の場合は、当該部分の床面積の 1/2 について算定。

【構造計算適合性判定を求めなければならない建築物に係る申請手数料加算額】（改正なし）

1,000 ㎡以内 160,000（円）

法第 20 条第 2 号イに規定する方法により適正に行 1,000 ㎡超～ 2,000 ㎡以内 230,000

われたものであるかどうかの判定 2,000 ㎡超～ 10,000 ㎡以内 260,000

10,000 ㎡超～ 50,000 ㎡以内 410,000

50,000 ㎡超 760,000

1,000 ㎡以内 110,000

法第 20 条第 2 号イ又は第 3 号イに規定するプログ 1,000 ㎡超～ 2,000 ㎡以内 140,000

ラムにより適正に行われたかどうかの判定 2,000 ㎡超～ 10,000 ㎡以内 160,000

10,000 ㎡超～ 50,000 ㎡以内 240,000

50,000 ㎡超 410,000

【建築設備及び工作物】

種別 確認申請等手数料 確認申請等手数料 完了検査申請等手数料

（計画変更）

エレベーター、エスカレーター 13,000（円） 7,000（円） 19,000（円）

小荷物専用昇降機 6,000 4,000 12,000

工作物 12,000 6,000 13,000


